
 

 

 

 

寄付金の税制優遇について寄付金の税制優遇について寄付金の税制優遇について寄付金の税制優遇について    

 

当団体は特定公益増進法人に該当するため、寄付者は寄付金控除を受けることができます。  

 

寄付金控除に関して寄付金控除に関して寄付金控除に関して寄付金控除に関して        

当団体は平成23年11月11日に内閣総理大臣認証を受け、 法人格が一般社団法人から公益社

団法人ストップ・ガン・キャラバン隊となりました。 公益社団法人は特定公益増進法人に

該当するため寄付者は 寄付金控除を受けることができます。 また、平成23年7月15日に新

たに内閣府より税額控除の認証受け、個人の方は「所得控除制度」「税額控除制度」のい

ずれかを選択し確定申告を行うことが できます。寄付控除、及び法人税の優遇を受けるた

めには、当団体から発行される寄付金領収証が必要です。 （税額控除制度を適用する場合

は、領収書に加え税額控除に係る証明が必要）。  

税控除の証明には添付の公益認証を印刷して領収書と共に提出して下さい。  

 

 

個人によるご寄付個人によるご寄付個人によるご寄付個人によるご寄付        

「所得税控除制度」、「税額控除制度」のいずれかを選択することができます。  

 

「所得控除制度」寄付金控除額＝(寄付金額または所得金額の40％のいずれかの少ない金

額)－(2,000円)に上記、寄付金控除額へ所得税率をかけ算出された金額が確定申告で還付

されます。  

 

「税額控除制度」 控除対象額＝｛(寄付金額または所得金額の40％のいずれか少ない金額)

－(2,000円)｝×40% 上記の算式により算出された額が、所得税額から控除されます。  

詳細に関しては国税のHPをご参照くださいませ。 

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1150.htm  



【寄付金控除（所得控除）】  

法人によるご寄付法人によるご寄付法人によるご寄付法人によるご寄付        

一般の寄付金とは別枠として、損金算入限度額に相当する金額まで損金に参入することが

できます。  

 

一般の寄付金の損金算入限度額＝ {(資本等の金額×当期の月数／12×2.5/1000)＋(所得

の金額×2.5/100)}×1/2  

公益増進法人への寄付の場合、上記限度額は別枠で更に下記の限度額まで算入が可能とな

ります。  

 

損金算入限度額＝{(資本等の金額×当期の月数／12×2.5/1000)＋(所得の金額×5/100)}

×1/2 ※資本等の金額とは、資本の金額と資本積立金額の合計額です。  

詳細に関しては国税のHPをご参照くださいませ。 

http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5283.htm  

 

 

住民税住民税住民税住民税        

住民税における寄付金控除は、各都道府県および市町村の条例で指定されている場合のみ

適用されますので、 お住まいの都道府県および市町村にお問い合わせください。 

 

  

相続によるご寄付相続によるご寄付相続によるご寄付相続によるご寄付        

相続人が公益増進法人へ寄付された場合、寄付をされた財産は相続税の課税対象から外す

ことができます。 （但し、相続税の申告期限までにご寄付をされた場合） 


